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総合評価落札方式による泉南水道事業、阪南水道事業、田尻水道事業 

及び岬水道事業に係る水道料金徴収等業務の一括発注について 

 

令和２年５月２９日 

大阪広域水道企業団 

泉南水道センター 

 

 

 令和２年度に発注する「泉南水道事業、阪南水道事業、田尻水道事業及び岬水道事業に係る水道料金徴

収等業務」は、水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）の徴収業務等を包括委託するも

のであり、区域が連なる４水道事業において一括発注することにより業務の効率化等を図ることとしてい

る。 

本発注については、継続的な事業の運営、お客様のサービスの向上や個人情報保護等への配慮などから、

相応の技術力を有する受託者を選定する必要があるため、業務実施方針及び体制、業務の履行、適正な水

準の確保などの観点から技術提案を求め、技術力と価格の両面から見て最も優れた者を落札候補者として

決定する総合評価落札方式により実施する。（地方自治法施行令第167条の 10の２） 

 

 

１ 業務概要 

（１）業務区域 

  泉南市、阪南市、田尻町及び岬町の全域その他発注者が指示する区域 

 

（２）業務範囲 

   ① 受付業務 

   ② 検針業務 

   ③ 収納業務 

   ④ 開栓及び閉栓業務 

   ⑤ 滞納整理関係業務 

⑥ 休日業務【上記①受付業務、②検針業務、③収納業務並びに④開栓及び閉栓業務】 

     （ただし、阪南水道事業に限る。） 

   ⑦ 水道メーター関係業務（ただし、泉南水道事業及び岬水道事業に限る。） 

   ⑧ 給水装置工事申込受付業務（ただし、岬町水道事業に限る。） 

   ⑨ その他の業務 

 

（３）業務期間 

   令和３年４月１日 から 令和８年３月31日 まで 

    ・債務負担に基づく５年契約 

    ・契約日から令和３年３月31日までの間を準備期間とし、受託者は、受託者の負担のもと現受

注者から引継ぎを受け、業務の実施体制の整備等を行うこと。 

    ・受託者は、履行期間を満了する３か月前から、次期受託者への引継ぎ業務を開始し、次期履行

開始日までに、引継ぎを完了すること。 

資料 2-１ 
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２ 総合評価落札方式における手続の流れ 

 

総括所属ほか  

 

 

 

↓ 

競争入札審査会 

↓ 

総合評価等入札・契約制度評価委員会 

↓ 

競争入札審査会 

↓ 

入 札 公 告 

↓ 

入札参加申請受付 

↓ 

入札参加資格の確認・通知 

↓ 

技術審査資料受付 

↓ 

技術審査資料の内容確認 

↓ 

技術審査資料の検討・整理 

↓ 

競争入札審査会 

↓ 

総合評価等入札・契約制度評価委員会 

↓ 

競争入札審査会 

↓ 

入札・開札・評価値の公開 

↓ 

落札者決定 

 

３ 発注の方法 

業務区域が連なる泉南、阪南、田尻及び岬の各水道事業の水道料金徴収等業務について、水道事業統

合の趣旨・目的を踏まえ、業務の効率化、規模の優位性（スケールメリット）、お客さまサービスの向

上などの観点から、各所属の業務を共同で一括発注し、契約するものとする。 

なお、複数の所属が共同して一括発注するに当たり、泉南水道センターを総括所属（取りまとめを行

う所属）とする。（大阪広域水道企業団契約規程第５条：一括契約） 

 

 

・公告案、入札説明書案の作成 

・技術評価項目及び評価基準の作成 

・落札決定基準を定める際の学識経験者への意見聴取 

（地方自治法施行令第167条の 10の 2第 4項） 

・入札参加資格、公告文等の審査 

・技術審査資料の内容、及び必須項目記載の有無確認 

約４か月 
・技術審査資料の評価・審査 

・技術審査資料の評価・審査結果の決定 

・落札決定の際の学識経験者への意見聴取が必要との 

意見があった場合（第167条の 10の 2第 5項） 

・学識経験者への意見聴取の結果を踏まえて 

技術審査資料の評価・審査結果を決定 



3 

 

４ 総合評価落札方式の方法 

（１）総合評価点 

  ① 総合評価点は、次の計算式により算定する。 

    総合評価点＝技術点＋価格点（加算方式） 

   ② 技術点及び価格点は、（２）、（３）により算定する。 

   ③ 評価項目及び評価基準 

 評価項目（大項目別） 比重（％） 配点 重み 評価指標 

１ 業務実施方針に関する事項 ８ 

  ７００ 
４～１ 

（倍） 

５段階評価等 

５：特に優れている 

４：優れている 

３：良 

２：可 

０：劣る 

２ 業務体制に関する事項 １４ 

３ 業務履行に関する事項 ５１ 

４ コンプライアンスに関する事項 １６ 

５ 危機事象対応に関する事項 ８ 

６ 社会貢献に関する事項 ３ 

７ 入札価格に関する事項（入札書） ―   ３００ ― ― 

配点（合計） ― １，０００ ― ― 

技術評価項目、評価基準は、入札公告時に添付する入札説明書等に記載する。 

 

（２）技術点 

  ① 技術点は、技術審査資料の内容について評価して付与する点数で、次の計算式により算定するもの

とする。 

 技術点＝７００×（当該獲得素点※１／最高獲得素点※２） 

    ※１ 当該獲得素点とは、「各評価項目の評価指標に基づく獲得点」と「重み」の積を合計した

ものをいう。 

      ・評価指標・・・５，４，３，２，０点の５段階評価 

      ・重  み・・・業務に与える影響度に応じて３，２，１倍 

    ※２ 最高獲得素点とは、入札参加者が獲得した素点のうち最も高いものをいう。 

 

（３）価格点 

 ① 価格点は、入札価格をもとに、次の計算式により算定するものとする。 

    （入札価格／予定価格）の値が 

    ８０％以上の場合  価格点＝{１－（入札価格／予定価格）} ×１,３５０ 

        ８０％未満の場合  価格点＝{１－（入札価格／予定価格）} ×３７．５＋２６２．５ 

    ただし、入札価格が予定価格を超える場合は、失格とする。 
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５ 総合評価落札方式による落札者の決定 

（１）入札価格が予定価格の範囲内にある者のうち、総合評価点が最も高い者を落札候補者とする。 

（２）総合評価点の最も高い者が同点で２者以上いる場合は、「くじ」により落札候補者を決定する。 

 

６ その他 

（１）中立かつ公正な審査・評価の確保 

総合評価落札方式の実施に当たっては、大阪広域水道企業団総合評価等入札・契約制度評価委員会

に諮り、学識経験者から意見を聴取する。 

[学識経験者の意見聴取] 

総合評価落札方式を実施する場合、中立かつ公正な審査・評価を行う観点から、落札者決定基準を

定めるときに、あらかじめ２人以上の学識経験者の意見を聞く。（地方自治法施行令第167条の 10の

２第４項） 

 

（２）情報公開 

手続きの透明性・公平性を確保するため、次のとおり情報を公開する。 

① 入札公告時 

入札説明書等において以下の事項を明記する。 

a)入札参加資格 

b)入札の評価に関する基準 

（提案評価表） 

・評価項目 

・評価基準 

・素点配分 

c)総合評価の方法及び落札者の決定方法 

② 開札後 

大阪広域水道企業団ウェブページ等において、以下の事項を公表する。 

a)入札参加者名（入札参加資格があると通知した者） 

b)各入札参加者の入札価格 

c)各入札参加者の価格点 

d)各入札参加者の技術点 

e)各入札参加者の総合評価点 

③ 技術審査資料の評価結果に対する質問 

自己の評価結果について質問事項がある場合は、入札説明書及び入札公告に定めるところに

より、質問書の提出ができる。 

 

（３）公告時期 

令和２年８月１日以降に入札公告予定 


